
平成30年度からの介護給付費等の請求様式等（案）について

参考資料２



このページは空白です。



本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

介護給付費・訓練等給付費等明細書の記載における変更点

請求明細書（様式第二）については、一事業所（事業所番号単位）
の支給決定障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

対象サービスに「就労定着支援」及び「自立生活援助」を追加。

「給付費明細」欄の「回数」の桁数を２桁から３桁へ変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。

計画相談支援給付費請求書の記載における変更点

請求書（様式第四）については、請求先の市町村ごとに一事業所
（事業所番号単位）、一月に一件作成する 。

「請求金額」欄の桁数を７桁から８桁へ変更。

「サービスコード」欄を削除。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。

計画相談支援給付費明細書の記載における留意点

【新規追加】
請求明細書（様式第六）については、一事業所（事業所番号単位）
の支給決定障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。
④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。
⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「４」の事業所が使用する様式。

特例計画相談支援給付費請求書の記載における変更点

請求書（様式第十）については、請求先の市町村ごとに一事業所
（事業所番号単位）、一月に一件作成する 。

「請求金額」欄の桁数を７桁から８桁へ変更。

「サービスコード」欄を削除。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「４」の事業所が使用する様式。

特例計画相談支援給付費明細書の記載における留意点

【新規追加】
請求明細書（様式第十一）については、一事業所（事業所番号単
位）の支給決定障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。
④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。
⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「４」の事業所が使用する様式。

特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書の記載における変更点

請求明細書（様式第十二）については、一事業所（事業所番号単
位）の支給決定障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

様式番号を「様式第六」から「様式第十二」へ変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「７」の事業所が使用する様式。

障害児相談支援給付費請求書の記載における変更点

請求書（様式第三）については、請求先の市町村ごとに一事業所
（事業所番号単位）、一月に一件作成する 。

「サービスコード」欄を削除。

「請求金額」欄の桁数を７桁から８桁へ変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「７」の事業所が使用する様式。

障害児相談支援給付費明細書の記載における留意点

【新規追加】
請求明細書（様式第四）については、一事業所（事業所番号単位）
の給付決定保護者一人につき、一月に一件作成する 。

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。
④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。
⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。

特例障害児相談支援給付費請求書の記載における変更点

請求書（様式第六）については、請求先の市町村ごとに一事業所
（事業所番号単位）、一月に一件作成する 。

「サービスコード」欄を削除。

「請求金額」欄の桁数を７桁から８桁へ変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。

特例障害児相談支援給付費明細書の記載における変更点

【新規追加】
請求明細書（様式第七）については、一事業所（事業所番号単位）
の給付決定保護者一人につき、一月に一件作成する 。

① 「サービス内容」欄に、サービスコード表に記載された名称を記載する。
② 「サービスコード」欄に、サービスコード表に記載されたサービスコードを記載する。
③ 「単位数」欄に、サービスコード表に記載された単位数を記載する。
④ 「回数」欄に、当該月における算定回数を記載する。
⑤ 「サービス単位数」欄に、単位数に回数を乗じて算出した単位数を記載する。

- 10 -



本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。

特例障害児通所給付費等請求書の記載における変更点

請求書（様式第八）については、請求先の市町村ごとに一事業所
（事業所番号単位）、一月に一件作成する 。

様式番号を「様式第四」から「様式第八」へ変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

居宅介護サービス提供実績記録票の記載における変更点

「初回加算」欄を追加。
初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「緊急時対応加算」欄を追加。
緊急時対応加算を算定する場合、「１」を記載する。

「福祉専門職員等連携加算」欄を追加。
福祉専門職員等連携加算を算定する場合、「１」を記載する。

「初回加算」、「緊急時対応加算」、「福祉専門職員等連携加算」の記載について、
「備考」欄ではなく各加算欄に記載する。

事業所と同一敷地の建物又は利用者が20人以上居住する建物の利用者に提供
した場合、「同一建物減算」を記載する。
事業所と同一敷地の建物であって利用者が50人以上居住する建物の利用者に提
供した場合、「同一建物減算（大規模）」を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

行動援護サービス提供実績記録票の記載における変更点

「初回加算」欄を追加。
初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「緊急時対応加算」欄を追加。
緊急時対応加算を算定する場合、「１」を記載する。

「行動障害支援指導連携加算」欄を追加。
行動障害支援指導連携加算を算定する場合、「１」を記載する。

「初回加算」、「緊急時対応加算」、「行動障害支援指導連携加算」の記載について、
「備考」欄ではなく各加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

重度訪問介護サービス提供実績記録票の記載における変更点

「サービス提供の状況」欄を追加。
入院又は入所中にサービス提供を行った場合、「入院」と記載する。
連続して90日を超える入院又は入所中にサービス提供を行った場合、「入院（長
期）」と記載する。

「同行支援」欄を追加。
熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行してサービス提供を行った場合、「１」を記載
する。

「初回加算」欄を追加。
初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「緊急時対応加算」欄を追加。
緊急時対応加算を算定する場合、「１」を記載する。

「行動障害支援連携加算」欄を追加。
行動障害支援連携加算を算定する場合、「１」を記載する。

「初回加算」、「緊急時対応加算」、「行動障害支援連携加算」の記載について、「備
考」欄ではなく各加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所
番号単位）の支給決定障害者等一人につき、
一月に一件作成する 。

重度障害者等包括支援サービス提供実績記録票の記載における変更点

居宅介護等※の場合、適用単価を記載する。
※居宅介護等

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
生活介護、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助

「低所得者利用加算」欄を追加。
低所得の利用者に対し支援を行った場合、「１」を記載
する。

「初回加算」欄を追加。
初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「医療連携体制加算」欄を追加。
医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場
合、「１」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場
合、「２」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場
合、「４」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅴ）が算定される支援を行った場
合、「５」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅵ）が算定される支援を行った場
合、「６」を記載する。

「送迎加算」欄を追加。
片道単位で回数を記載する。

「備考」欄を追加。

「合計」欄を追加。

「実績単位数」欄、「実績割合」欄、「支給決定量（１月分）」欄、「報酬請
求額」欄、「利用者負担上限月額」欄、「利用者負担額」欄、「社会福祉
法人等軽減額」欄、「社福法人等軽減措置適用の有無」欄、「当該月の
日数」欄を削除。

様式レイアウトをA4縦からA4横に変更及び既存項目の配置を変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

短期入所サービス提供実績記録票の記載における変更点

「医療連携体制加算」欄を追加。

医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅵ）が算定される支援を行った場合、「６」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅶ）が算定される支援を行った場合、「７」を記載する。

「緊急短期入所受入加算」欄を追加。
緊急短期入所受入加算を算定する場合、「１」を記載する。

「定員超過特例加算」欄を追加。
該当受給者の緊急受入により利用定員を超過し、定員超過特例加算を算定する
場合、「１」を記載する。
同一日、同一事業所内の他の利用者の緊急受入により、定員超過特例加算を算
定する場合、「２」を記載する。

「定員超過特例加算」欄が「１」となる場合、緊急受入となる具体的な内容を記載す
る。

例．介護を行う者の急病等

「医療連携体制加算」、「緊急短期入所受入加算」の記載について、「備考」欄では
なく各加算欄に記載する。

「開始日」欄、「終了日」欄を削除し、日単位での記載に変更。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

生活介護サービス提供実績記録票の記載における変更点

「体験利用支援加算」欄を追加。

障害福祉サービスの体験利用支援加算の対象となる支援を実施した場合、初日
から５日目までは「１」、６日目から１５日目までは「２」を記載する。

強度行動障害を有する者に対し、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了
者が支援を行った場合、「重度障害者支援加算」を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

施設入所支援提供実績記録票の記載における変更点

「地域移行加算」欄を追加。

入所中において、地域移行加算が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

※入所中に２回を限度とする。

「体験宿泊支援加算」欄を追加。

体験宿泊支援加算が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

「地域移行加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。

「地域移行加算 入所中算定日」欄を削除。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

自立訓練(機能訓練)サービス提供実績記録票の記載における変更点

「体験利用支援加算」欄を追加。

障害福祉サービスの体験利用支援加算の対象となる支援を実施した場合、初日か
ら５日目までは「１」、６日目から１５日目までは「２」を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

自立訓練(生活訓練)サービス提供実績記録票の記載における変更点

「医療連携体制加算」欄を追加。

医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。

「体験利用支援加算」欄を追加。

障害福祉サービスの体験利用支援加算の対象となる支援を実施した場合、初日か
ら５日目までは「１」、６日目から１５日目までは「２」を記載する。

「医療体制連携加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

宿泊型自立訓練サービス提供実績記録票の記載における変更点

「医療連携体制加算」欄を追加。

医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。

「地域移行加算」欄を追加。

利用中において、地域移行加算の算定要件を満たす支援を行った場合、「１」を記
載する。

※利用中に２回を限度とする。

「地域移行加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。

「地域移行加算 入所中算定日」欄を削除。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

就労移行支援提供実績記録票の記載における変更点

「医療連携体制加算」欄を追加。

医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。

「通勤訓練加算」欄を追加。

通勤訓練加算を算定する場合、「１」を記載する。

「体験利用支援加算」欄を追加。
障害福祉サービスの体験利用支援加算の対象となる支援を実施した場合、初日か
ら５日目までは「１」、６日目から１５日目までは「２」を記載する。

「医療体制連携加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

就労継続支援提供実績記録票の記載における変更点

「医療連携体制加算」欄を追加。

医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。

医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。

「体験利用支援加算」欄を追加。
障害福祉サービスの体験利用支援加算の対象となる支援を実施した場合、
初日から５日目までは「１」、６日目から１５日目までは「２」を記載する。

「医療体制連携加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「２」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

共同生活援助サービス提供実績記録票（様式１８ー１）の記載における変更点

「住居外利用」欄を追加。

日中サービス支援型の事業所において、該当受給者が日中を当該共同生活住居
以外で過ごした場合、「１」を記載する。

「医療連携体制加算」欄を追加。
医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。

「医療体制連携加算」、「自立生活支援加算」の記載について、「備考」欄ではなく各
加算欄に記載する。

「自立生活支援加算」欄を追加。
入居中において、自立生活支援加算が算定される支援を行った場合、「１」を記載
する。
※入居中に２回を限度とする。

「自立生活支援加算 入居中算定日」欄を削除。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「２」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

共同生活援助サービス提供実績記録票（様式１８ー２）の記載における変更点

「利用人数」欄を追加。

1人のヘルパーが複数の利用者を支援する場合は、1回の利用者の人数を記載す
る。

「複数利用X人」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」、または「４」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

同行援護サービス提供実績記録票の記載における変更点

当該従業者の資格（初任者等）（基礎等）（初任・通訳）（基礎・通訳）（通訳）を併記
する。

「初回加算」欄を追加。
初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「緊急時対応加算」欄を追加。
緊急時対応加算を算定する場合、「１」を記載する。

「初回加算」、「緊急時対応加算」の記載について、「備考」欄ではなく各加算欄に記
載する。

「合計」欄に「平成30年度報酬改定後の単価の場合」欄を追加。

「身体介護を伴う場合」の「合計内訳（適用単価別） 90％」欄を設定可能に変更。

- 26 -



本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

地域移行支援提供実績記録票の記載における変更点

サービス提供の状況に応じて、以下のいずれかを記載する。

・体験利用Ⅰの場合（初日から５日目）・・・「体験利用Ⅰ」

・体験利用Ⅱの場合（６日目から１５日目）・・・「体験利用Ⅱ」

・体験宿泊Ⅰの場合・・・「体験宿泊Ⅰ」

・体験宿泊Ⅱの場合・・・「体験宿泊Ⅱ」

「初回加算」欄を追加。
初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「初回加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「３」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

地域定着支援提供実績記録票の記載における変更点

サービス提供の状況に応じて、以下のいずれかを記載する。

・緊急対応を実施した場合、「緊急時支援Ⅰ」

・深夜・早朝に緊急対応を実施した場合、「緊急時支援Ⅱ」
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

【新規追加】
実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

就労定着支援提供実績記録票の記載における留意点

基本報酬の対象となる支援を実施した場合は、「算定日数」欄に「１」を記載する。

特別地域加算の対象となる支援を実施した場合は、「１」を記載する。

基本報酬の対象となる支援を実施した場合、支援の具体的な内容を「備考」欄に記
載する。

例）「企業訪問」、「自宅等訪問」、「障害者本人・家族等の来所」、「関係機関訪問」

等
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「１」の事業所が使用する様式。

【新規追加】
実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の支給決定
障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

自立生活援助提供実績記録票の記載における留意点

居宅への訪問による支援を実施した場合は、「算定日数」欄に「１」を記載する。

同行支援加算の対象となる支援を実施した場合は、「１」を記載する。

基本報酬の対象となる支援を実施した場合、支援の具体的な内容を「備考」欄に記
載する。

例）「定期訪問」、「随時訪問」等

初回加算を算定する場合、「１」を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の給付決定
保護者一人につき、一月に一件作成する 。

障害児入所支援提供実績記録票の記載における変更点

「地域移行加算」欄を追加。

入所中において、地域移行加算が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。

※入所中に２回を限度とする。

「地域移行加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。

「地域移行加算 入所中算定日」欄を削除。
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移行後において、保育・教育等移行支援加算が算定される支援を行った日を記載する。

本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」、または「８」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の給付決定
保護者一人につき、一月に一件作成する 。

児童発達支援提供実績記録票の記載における変更点

「事業所内相談支援加算」欄を追加。

事業所内相談支援加算の算定要件を満たす相談援助を行う場合、「１」を記載する。

※ 月に１回を限度とする。

「医療連携体制加算」欄を追加。
医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅴ）が算定される支援を行った場合、「５」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅵ）が算定される支援を行った場合、「６」を記載する。

「医療体制連携加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
※「事業所内相談支援加算」の記載については、引き続き「備考」欄に記載する。

「保育・教育等移行支援加算」欄を追加。
「算定日」欄には、障害児が当該施設から一般施策へ移行した日を記載する。
「移行後算定日」欄には、移行後において、保育・教育等移行支援加算が算定され
る支援を行った日を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の給付決定
保護者一人につき、一月に一件作成する 。

医療型児童発達支援提供実績記録票の記載における変更点

「事業所内相談支援加算」欄を追加。

事業所内相談支援加算の算定要件を満たす相談援助を行う場合、「１」を記載する。

※ 月に１回を限度とする。

「送迎加算」欄を追加。
片道単位で回数を記載する。

移行後において、保育・教育等移行支援加算が算定される支援を行った日を記載する。

「保育・教育等移行支援加算」欄を追加。
「算定日」欄には、障害児が当該施設から一般施策へ移行した日を記載する。
「移行後算定日」欄には、移行後において、保育・教育等移行支援加算が算定され
る支援を行った日を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」、または「８」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の給付決定
保護者一人につき、一月に一件作成する 。

放課後等デイサービス提供実績記録票の記載における変更点

「事業所内相談支援加算」欄を追加。

事業所内相談支援加算の算定要件を満たす相談援助を行う場合、「１」を記載する。

※ 月に１回を限度とする。

「医療連携体制加算」欄を追加。
医療連携体制加算（Ⅰ）が算定される支援を行った場合、「１」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅱ）が算定される支援を行った場合、「２」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅳ）が算定される支援を行った場合、「４」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅴ）が算定される支援を行った場合、「５」を記載する。
医療連携体制加算（Ⅵ）が算定される支援を行った場合、「６」を記載する。

「医療体制連携加算」の記載について、「備考」欄ではなく加算欄に記載する。
※「事業所内相談支援加算」の記載については、引き続き「備考」欄に記載する。

移行後において、保育・教育等移行支援加算が算定される支援を行った日を記載する。

「保育・教育等移行支援加算」欄を追加。
「算定日」欄には、障害児が当該施設から一般施策へ移行した日を記載する。
「移行後算定日」欄には、移行後において、保育・教育等移行支援加算が算定され
る支援を行った日を記載する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。

実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の給付決定
保護者一人につき、一月に一件作成する 。

保育所等訪問支援提供実績記録票の記載における変更点

「初回加算」欄を追加。

初回加算を算定する場合、「１」を記載する。

「家庭連携加算」欄を追加。
家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による相談援助等を行う場合、その時間を
記載する。
※ 月に２回を限度とする。
※ 報酬上算定できる回数にかかわらず、要件を満たす場合は記載する。
※ 相談援助等の開始時間及び終了時間については、備考欄に記載する。

家庭連携加算の算定要件を満たす訪問による相談援助等を行った場合、相談援助
等の開始時間及び終了時間を「備考」欄に「家庭連携加算XX：XX～XX：XX」と記載
する。
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。

【新規追加】
実績記録票については、一事業所（事業所番号単位）の給付決定
保護者一人につき、一月に一件作成する 。

居宅訪問型児童発達支援提供実績記録票の記載における留意点

訪問支援を実施した場合、「１」を記載する。

障害児が通所施設へ移行した日を記載する。

通所施設移行支援加算が算定される支援を行った日を記載する。
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